
意見等の要旨 市議会の考え方

1
１ページ１行目（条例前文）の「議会は、」の後ろに
「住民の為の自治の場であり、住民主人公の議会
運営を目標にし、」を加えてはどうか。

二元代表制により議員は選挙によって選出された住民の代
表であり、また前文の中に「市民参加の機会を多様に設定
し」、「市民にわかりやすく市民に開かれた議会運営を目指
し、市民の負託に全力で応えていくものとする」等の文言を
入れていることから、特に条文には加えないこととしたいと
考えます。

2
第１８条（見直し手続き）の２行目の検証は、住民の
代表と明確に。

条例の前文で、議会は「市民を代表する議決機関であるこ
とを常に自覚し」と謳っており、第１８条は議会が自身で検
証することを定めたものになります。

開かれた透明性の高い議会運営にすべく下記のよ
うな内容を条項に含めてください。何条目に入れる
かは一任いたします。

①視察や政務に関する調査活動時の出張には住
民に理解しやすい、詳しい行程や、それらを記した
報告書を添付する義務を負う。

政務活動費の取扱いに関する要綱により、政務活動費を使
用した視察研修に行く場合は、事前に調査計画書と視察終
了後に報告書を提出することが義務付けられています。

②議案に対する議員個人の賛否表明の記録を公
開する。

定例会後に発行する議会だよりで議案に対する各議員の
賛否一覧表を掲載しています。議会基本条例には特に規定
しないこととしたいと思います。

③議員活動の議員個々の報告会を年１回は住民に
対して開催する。

議員個々の報告会は個人の議員活動の範疇であるため、
議会基本条例には規定しないこととしたいと思います。

④政策に関する議員個々の条例を多くする。
議員からの政策立案及び政策提言の推進については、第１
１条に定めています。

⑤各委員会の傍聴を認める。
各委員会の傍聴は、委員長の許可により傍聴することがで
きます（本宮市議会委員会条例第１９条第１項）。議会基本
条例には特に規定しないこととしたいと思います。

⑥住民が直接、自治に参加できるように夜間また
は休日に定例議会を開くこともある。

夜間議会や休日議会の開催は、傍聴者の利便性を高める
ことからも重要な検討課題と認識しています。いずれも本市
では実施していませんが、現在は情報技術の発展により、
インターネットでの録画放送等も可能になってきています。
いただいたご意見は参考とさせていただき、必要性や費用
対効果等も勘案し、どのような形が良いのか協議を進めて
いきたいと考えています。

⑦住民が議会に参加し、直接発言できる場を設定
する。

第７条「市民参加の推進」で、市民参加の機会を多様に設
定しており、また、本宮市議会では市民の意見を聞く機会と
して、市民との意見交換会を実施しています。

⑧住民有志と、議員と市長を交えた行政委員会（仮
名）を設け、行政運営の基本事項を審議決定できる
住民のための機関を設ける。

必要性・効果など協議が必要と考えます。ご提案いただい
たご意見につきましては、参考とさせていただきます。なお、
本宮市議会では市民の意見を聞く機会として、市民との意
見交換会を実施しています。
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本宮市議会基本条例（案）への意見等と市議会の考え方



4
第５条（政務活動費）第２項に「政務活動費につい
ては、別に条例で定める」とあるが、その条例はど
こにあるのか？

本宮市議会では、平成25年3月に本宮市議会政務活動費
の交付に関する条例を制定しています。その条例を指して
います。

文章・語句の整合性はこれから検討されるのだと思
うが気付いた点について

①第２条の（２）「ものとする」とあるが「こと」では？
（※前後の（１）～（３）の関係）

前後の統一性という観点から、修正いたします。

②第３条の（３）「市民福祉の向上を」とあるが「市民
福祉の向上及び市政の発展を」としては？
（※第１条及び本宮市議会議員政治倫理条例（案）
の第１条との関係）

条例の趣旨からして加えることに何ら問題はありませんが、
第３条は議員の活動原則を定めたものであり、また、「市政
全体を見据え、市民福祉の向上を目指して」としていること
からも、重複を避け、素案のとおりとしたいと考えます。

③第５条の１「受けたもの」は「受けたもの」「受けた
者」「受けた人」どれが？
（※本宮市議会議員政治倫理条例（案）の第９条
１、２の「関係人」との関係）

より明確に表現するために「受けた会派又は議員」といたし
ます。

④第８条「市長等の関係」は「市長等との関係」がよ
いのでは？

第８条は議会と市長等との関係について定めたものである
ため修正いたします。

⑤第１５条の説明
「充実ついて」は「充実について」ですよね。

ご指摘ありがとうございます。脱字でしたので修正いたしま
す。なお、第１３条、第１４条、第１６条についても同様に修
正いたします。
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